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東通村役場には沢山の課があり、沢山の人が働いています。しかし、普段過ごしていて「具体的

にどんな仕事をしているんだろう……？」と疑問に思ったことはありませんか？

このコーナーでは、東通村役場に勤めている職員とその業務について紹介していきます。

農業委員会

総括主幹　田中　敏幸さん　入庁３２年目

農林畜産課　農林グループ

主事　田中　琉
る き あ

稀さん　入庁１年目

「現在どんなお仕事をされているのですか？」

主な業務は、農地法の許認可業務です。法令

に基づき審査決定します。農地を売買する場合、

農業委員会に申請書を提出していただき、現地

調査を行い総会で審議されます。農業委員会の

法令必須業務です。

「現在のお仕事のやりがいを教えてください！」

農地についての問い合わせの多くは、売買・

贈与・賃貸借・農地転用です。相手の立場にな

って対応し、農地相談に来られる方が納得して

帰っていただいたときです。

「今後の目標を教えてください！」

農地に関することや心配事について、直接お

話しを聞く機会には丁寧な説明を心掛けること

です。

「現在どんなお仕事をされているのですか」

鳥獣（クマやイノシシ）に関する業務を主に

担当しています。農作物被害などがあったとき

罠をかけるための許可書をつくったり、鳥獣の

目撃情報、捕獲情報、被害情報を県に報告した

りしています。

「お仕事をするうえで大切にしていることは

なんですか？」

礼儀と感謝と挨拶をしっかりすることです。

「住民の方に伝えたいこと！」

まだわからないことがいっぱいありますが、

頑張りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。あと、今年はクマやイノシシの目撃情報

が増えています。外で作業する際は十分気をつ

けてください。


